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Ｇ７気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケにおける 

森林・林業関連の記述について 

 

令和５年４月 17日 

                       木材貿易対策室 

 

 ４月 15－16日に開催された標記大臣会合（於：札幌）で採択された成

果文書（コミュニケ）における森林・林業関連の記述は、以下のとおり。 

 

 

【森林と土地劣化（パラ 10）】 

我々は、森林減少・劣化、及び生態系の転換は、我々の気候、生物多様性、食料安全保

障及び人間生活に対する地球規模の脅威であることを認識し、2030 年までに森林の消

失と土地の劣化を阻止し反転させるというコミットメントを再度表明する。農業の拡大

は、世界の森林減少の約 90％の要因となっている。我々は、ネット・ゼロで、気候変動

に対し強靭で、循環型で、ネイチャーポジティブな経済の実現に向けて、森林をはじめ

とする陸域生態系の保全とその回復を加速させるとともに、違法伐採対策を含む持続可

能な森林経営と木材利用を促進することにコミットし、また、持続可能な森林経営と木

材利用の促進のために、国連食糧農業機関、国連森林フォーラム、国際熱帯木材機関等

の関連国際機関と協働する。我々は、必要に応じて各国がパッケージを打ち出すことも

含め、森林を中心とした炭素貯蔵量が多く生物多様性に富む生態系の保全、保護、回復

を支援する統合的な解決策を提供するために協働し、高い野心を持つパートナーとも協

働する。我々はまた、需要者側の対策の重要性を認識し、農業生産を森林減少や森林及

び土地の劣化から切り離す持続可能なサプライチェーンに向けた支援を強化すること

にコミットする。我々は、関連商品の生産に関する森林減少や森林及び土地の劣化のリ

スクを低減し、この問題に対する様々なステークホルダーとの協力を強化する努力を継

続することにコミットする。我々は、適切な場合には、森林減少・劣化のリスクに関連

する商品に対するデュー・ディリジェンス要件の導入を含む可能性のある、更なる規制

の枠組み又は政策を策定する。我々は、土地劣化の中立性を達成するというコミットメ

ントを再確認し、SDG 15.3 及びＧ20 土地イニシアティブでの我々の共通の目的に沿っ

て、土地劣化、砂漠化及び干ばつに取り組むための行動を取る。 

 

 

【自然を活用した解決策（パラ９）】 

土地や森林、陸上、淡水及びブルーカーボンを含む沿岸・海洋生態系の保全、保護、回

復及び持続可能な利用と管理が、生物多様性の損失の阻止と反転、炭素吸収源の保全と

強化という気候変動の緩和と適応、災害リスクの軽減、その他人々への重要な貢献に寄

与することを認識しつつ、我々は、気候、生物多様性及び人間の幸福などの複数の恩恵

をもたらす、都市部におけるものも含めた NbS の重要性を強調する。したがって、我々

は、研究と能力構築を通じて NbS の展開と実施を強化すること、及び NbS の具体的な
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実施のためのガイドラインといった効果的な手段を共有することにコミットするとと

もに、災害リスク軽減や人間の幸福などの関連課題との効果的なシナジーを追求する。

この文脈で、我々は、2025 年にかけて NbS のための資金貢献を増加させるというＧ７・

2030 年「自然協約」におけるコミットメントを再確認する。 

 

 

【環境犯罪（パラ 18）】 

我々は、野生生物の違法取引、木材及び木材製品、有害廃棄物やその他の廃棄物、貴金

属・宝石などの鉱物の違法取引、違法採掘、違法伐採、違法・無報告・無規制（IUU）漁

業に係る犯罪等の環境犯罪を、効果的に防止し対処するための国際及び越境協力を強化

する努力を継続することにコミットする。我々は、多国間環境フォーラムにおいてこれ

らの犯罪に関する認識を高め、世界的な対応を発展させ続けることを再確認する。 

 

 

【建設分野の脱炭素化（パラ 82）】 

我々は、気候変動への対応においてライフサイクルで建物の脱炭素化することの重要性

に留意し、気温上昇を 1.5℃に抑えることを射程に入れ続けるために、建物のライフサ

イクル全体の排出量を削減する目標を推進することを推奨する。我々は、気候変動に適

応した建築設計の改善、建築物の省エネルギー性能の向上、支援措置、規制、国際協力

の必要性を強調し、ゼロ・エミッションに近い、気候変動に強い建築物の新築・改修が、

2050 年のネット・ゼロ目標達成への道筋となるようにする。省エネルギー性能の改善、

燃料転換、電化、再生可能エネルギーによる冷暖房サービスの提供、持続可能な消費者

の選択、建物のエネルギーマネジメントの柔軟性向上のためのデジタル化推進など、

様々なアクションを実施する。我々は、ゼロ・カーボン対応／ゼロ・エミッションの新

建築物を、理想的には 2030 年又はそれ以前に実現することを促進していく。我々は、

新たな化石燃料による熱システムのフェーズアウトと、ヒートポンプを含むよりクリー

ンな技術への移行を加速させることを目指す。また、我々は、ライフサイクルを考慮し

た建物設計や、建物の改修・建設における循環性の考慮によって、木材を含む持続可能

な低炭素材料や最終用途の機器の使用を向上させることや、従来型材料の生産を脱炭素

化することが重要であると認識する。 

 

 


